
提案理由

平成２５年度県単独砂防事業費等に対する受益市町負担金について，事業費の変更等に伴い追加する必要がある。これが，この案件を提出する理由である。

第６６号

平成２５年度県単独砂防事業費等に対する受益市町負担金の追加について

平成２５年１０月２１日議決を経た県単独砂防事業費等に対する受益市町負担金について次のとおり追加する。

平 成２６年 ２ 月１７日 提 出

徳島県知事 飯 泉 嘉 門

事 業 の 名 称 負 担 市 町 事 業 内 容 事 業 費 負 担 金
事業費に対
する負担金
の割合

付 記

県 単 独 砂 防 事 業 等 鳴 門 市 県単独砂防事業 ３，４００，０００ １７０，０００ ５／１００ 事業費を増額又は減額
した場合は，事業費に対
する負担金の割合に応
じ，知事は負担金を増額
又は減額することができ
る。

小 松 島 市 県単独砂防事業 ４，０００，０００ １，０００，０００ ２５／１００

美 馬 市 県単独砂防事業 ８，８２５，０００ ２，２０６，２５０ ２５／１００

上 勝 町 県単独砂防事業 ６，０００，０００ １，５００，０００ ２５／１００

円 円
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